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Ⅰ 策定の趣旨 

  

 国及び地方公共団体の障害者雇用を巡っては、令和元年６月の障害者の雇用

の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）の改正より、国

及び地方公共団体の任命権者は障害を有する職員の職業生活における活躍の推

進に関する取組について、厚生労働大臣が作成する「障害者活躍推進計画作成

指針」に則し、本計画を作成することとされました。 

 少子高齢化、人口減少が進行する現代にあって、障害者雇用を推進する上で

は障害者の活躍が不可欠です。障害者の活躍とは、障害者一人ひとりが、能力

を有効に発揮できることであり、雇用・就業し又は同一の職場に長期に定着す

るだけでなく、全ての障害者が、その障害特性や個性に応じて能力を有効に発

揮できることであり、東松山市全体で取組を推進していくことが求められてい

ます。 

 さらには、令和４年の障害者雇用促進法の改正により、全ての事業主の責務

に、適当な雇用の場の提供や適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向

上に関する措置が含まれることになり、障害者の活躍の推進に関する取組をよ

り一層進め、障害者の雇用の質の向上を図ることが重要とされました。 

以上のことを踏まえ、本計画のもと、障害を有する職員が能力を最大限に発

揮し、いきいきと働くことができる職場の実現に取り組んでまいります。 
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Ⅱ 計画の概要 

 

１ 策定主体 

 

 「障害者活躍推進計画」は、原則として任命権者ごとに作成することとされて

います。 

 当市においては、市長部局、教育委員会、病院事業、水道事業及び下水道事業

の５つの機関が一元的に障害者の任用に取り組む趣旨の障害者雇用促進法に基

づく特例認定を受けていることから、市全体で取り組みを推進するため、各任命

権者が連名で公表するものとします。なお、計画には障害者の雇用義務は有しな

い議会事務局も含みます。 

 

２ 計画期間 

 

 本計画の期間は、令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間

とします。 

 なお、社会情勢の著しい変化等により改定の必要が生じた場合は適宜見直し

を行います。 

 

３ 本市における現状 

 

 ①障害者雇用率 

  本市の機関ごと及び全体における令和６年６月１日現在の雇用率は、次の 

とおりです。 

 

（令和６年６月１日現在の雇用率） 

任命権者（機関） 法定雇用率 
法定雇用障害者数の算定

の基礎となる職員の数 

障害を有す

る職員数 
実雇用率 

市長（市長部局） 

２．８％ 

４８６人 １９人 ３．９２％ 

教育委員会 ２２８人 ４人 １．８９％ 

病院事業管理者 ２４８．５人 １人 ０．６７％ 

市長（水道事業） ２４人 ０人 ０％ 

市長（下水道事業） １９人 ０人 ０％ 

全体 ２．８％ １００５．５人 ２４人 
２．５６％ 

（不足数２） 
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  令和６年６月１日現在の雇用率は法定雇用率を達成しませんでしたが、令 

和６年１２月１日時点においては不足を解消し、法定雇用率を達成していま 

す。しかしながら、障害者雇用促進法では、地方公共団体の責務として、「自 

ら率先して障害者を雇用するように努めなければならない」とされ、また、法 

定雇用率は令和８年７月以降２．８％から３．０％に引き上げられることから、 

今後より一層障害者の採用を積極的に行う必要があります。 

 なお、議会事務局には障害者の雇用義務はないため、雇用率の算定は行って 

おりません。 

 

②定着率 

 障害を有する職員が能力を発揮し活躍するためには、安心して働くことが 

できる職場環境の整備等を通じて、職場定着を図っていくことが重要です。障 

害を有する職員の採用後１年の定着率及び平均勤続年数は次のとおりです。 

 

  （障害を有する職員の定着率） 

採用１年後の定着率 ※1 平均勤続年数 ※2 

１００％ ２０．４年 

※1 対象者：障害者対象として採用された正規職員（平成２５年以降） 

※2 対象者：令和６年６月１日現在の在職者（任期付職員・会計年度任用職員を除く） 

 

 ③満足度 

  障害を有する職員の業務や職場環境に対する満足度を把握し、働きやすい 

職場づくりを推進するため、障害を有する職員を対象に本計画策定以降毎年 

アンケート調査を実施しています。令和６年度における結果は次のとおりで 

す。 

 

Ｑ１．現在の業務への適性 

 

70.0%

20.0%

10.0%

適している やや適している

やや適していない 適していない
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Ｑ２．業務遂行上の環境整備について 

 

Ｑ３．職場における相談体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｑ４．勤務する上での障害への配慮について 

 

 

 

 

 

20.0%

60.0%

20.0%

満足 やや満足 やや不満 不満

22.2%

33.3%

44.4%

満足 やや満足 やや不満 不満

33.3%

33.3%

22.2%

11.1%

満足 やや満足 やや不満 不満
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  現在の業務への適性は、「適している」と「やや適している」を合わせると 

９０％の職員が満足しており。業務遂行上の環境整備についても、「満足」と 

「やや満足」を合わせると８０％の職員が満足しています。 

  しかしながら、職場における相談体制や勤務する上での障害への配慮につ 

いては、「満足」と「やや満足」を合わせても７０％に届かず、改善が必要な 

状況です。 
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Ⅲ 計画の目標 

 本計画の達成指標として、次の３つの目標を設定します。 

 

１ 採用に関する目標 

 

 本来は任命権者ごとに法定雇用率を上回る基準の障害者を雇用することが求

められていますが、当市においては、障害者雇用促進法に基づく特例認定を受け

ていることにより、５つの機関の数値を合算して判断することから、計画期間の

各年において、５つの機関合算で法的雇用率以上の実雇用率を達成することを

目標とします。 

 

任命権者（機関） 
法定雇用率 

令和６年４月以降 令和８年７月以降 

市長（市長部局） 

２．８％ ３．０％ 

教育委員会 

病院事業管理者 

市長（水道事業） 

市長（下水道事業） 

議会議長（議会事務局） 障害者雇用の推進に関する理解を促進する。 

 

（評価方法） 

埼玉労働局へ提出する、毎年６月１日時点の障害者任免状況通報書により、把 

握及び進捗管理を行います。 

 

２ 定着に関する目標 

 

職場環境が整備されていないことによる離職者の発生を防ぎます。 

 

（評価方法） 

 障害者任免状況通報書の提出時に、職員の定着状況を把握します。 

 なお、離職者が発生した場合には、離職の理由・原因を分析するとともに、速

やかに課題の解消を図ります。 
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３ 満足度に関する目標 

 

障害を有する職員の業務や職場環境に関する満足度について、「満足」又は「や

や満足」の比率を８０％以上とします。 

 

（評価方法） 

毎年４月１日時点で在籍している障害を有する職員（新規採用職員を除く）に

対しアンケート調査を実施し、把握します。 

  



8 

 

Ⅳ 計画における取組 

 

１ 推進体制の整備 

 

 ①障害者雇用推進者の選任 

  任命権者ごとに障害者の雇用の促進に係る業務等を担当する障害者雇用推 

進者を選任します。 

任命権者 障害者雇用推進者 

市長（市長部局） 総務部長 

教育委員会 教育総務課長 

病院事業管理者 病院総務課長 

市長（水道事業及び下水道事業） 上下水道経営課長 

 

②障害者雇用推進チームの設置 

 法定雇用率の達成や障害を有する職員が活躍できる職場環境の整備につい 

て、機関全体で積極的に取り組む体制を整えることを目的に、障害者雇用推 

進者及び関係部署の職員、障害を有する職員で構成する障害者雇用推進チー 

ムを設置します。 

  

③障害者職業生活相談員の選任 

 障害者の適性・能力に応じた職務の選定や障害者の職業能力の向上に関す 

る業務を担う障害者職業生活相談員を選任し、障害を有する職員が職業生活 

に関して相談しやすい環境を整備します。 

 また、障害者職業生活相談員に選任された者について、埼玉労働局が開催 

する講習会の受講等を通じて、知識習得の機会を確保します。 

 なお、現在は市長部局から選任していますが、その他の機関において選任 

の必要が見込まれる場合には、選任するよう努めます。 

 

 ④障害に関する理解の促進 

  新規採用職員及び新たに監督者となった職員を対象に、障害に関する理解 

を深めるための研修を実施します。 
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２ 職務の選定・創出 

 

 障害を有する職員の業務や職場環境に対する満足度を把握し、働きやすい職

場づくりを推進するために実施しているアンケート調査を活用し、円滑な職務

遂行に取り組む上で妨げとなっている事象がないか、あるいは、自身の能力が最

大限に活かされているかなどを確認し、今後の人事配置を検討します。 

また、自己申告制度等により職員一人ひとりの特性・能力等を把握した上で、

職場定着や能力向上につながるようキャリア形成を支援します。 

 

３ 職場環境・人事管理 

 

 ①執務環境 

  障害を有する職員の要望を踏まえ、庁内スペースの確保や就労支援機器の 

導入等、より働きやすい環境の整備に取り組みます。 

 

②働き方 

 障害を有する職員が、障害により休暇の取得をためらうことのないよう、障 

害を有する職員が配属されているかどうかを問わず、所属長を中心に休暇を 

取得しやすい職場風土の醸成を図ります。 

 

③募集・採用 

 職員採用に当たっては、次の取扱いを行わないよう徹底します。 

・特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定すること。 

・自力で通勤が可能といった条件を設定すること。 

・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定すること。 

 また、正規職員の採用とは別に、短時間勤務の職や軽易な業務に従事する職 

への採用等、障害の特性に配慮した採用を実施するとともに、障害者就労支援 

センターと連携しながら、職場実習の受入等障害者雇用の仕組みづくりを検 

討します。 

 

④その他の人事管理 

 人事評価面談の際に、障害を有する職員に対しては必要な配慮の有無等を 

確認し、また、業務の取組状況や健康状態を把握します。 

 なお、円滑な業務遂行や健康状態に支障を来す問題が判明した際は、速やか 

に解決を図ります。 

 



10 

 

４ その他の取組 

 

  国等による障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推進等に関する法 

律に基づく障害者就労施設等への発注を行うことで、障害者が活躍できる場 

の拡大を推進します。 

  


